
令和６年度第１回太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会 

次第 

 

日時：令和６年１０月２１日（月） 

   地域公共交通活性化協議会終了後に開催 

場所：太宰府市商工会会館２階 大会議室 

 

 

１  開会  

 

 

 

 

 

 

２  議事  

 【議題】  

・地域サポートカーまほろば号湯の谷地域線の運賃について 

 

 

 

 

 

 

３  閉会  

 

 

 



任期：令和8年3月3１日まで

Ｎo. 選出区分 氏名 所属団体等

1 副市長 原口　信行 太宰府市

2
当該路線等を定めようとする一般乗用旅客
自動車運送事業者及びその組織する団体
において選出された者

中井　一貴 有限会社太宰府タクシー　代表取締役

3 校区自治協議会を代表する者 松尾　宗治 太宰府市自治協議会（松川区自治会長）

4 福岡運輸支局長又はその指名する者 古賀　秀策 国土交通省　九州運輸局　福岡運輸支局長

【事務局】

柴田　義則

杉山　知大

古賀　千年志

高田　政樹

前田　勝一朗

松尾　誓志

長澤　浩平

久保　弘樹

田渕　利治

太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会　委員名簿

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当

太宰府市 都市整備部　部長

太宰府市 総務部　理事

太宰府市 都市整備部 都市計画課　課長

太宰府市 総務部 地域コミュニティ課　課長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当　係長

太宰府市 総務部 地域コミュニティ課
地域コミュニティ係　係長

太宰府市 都市整備部 都市計画課
地域公共交通特命担当
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太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会規程 

 

令和 ６年 ９月２０日    

訓  令 第  ５  号    

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、道路運送法（昭和26年法律第183号。）第９条第４項の規定

に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送

を確保する必要がある路線又は営業区域（以下「路線等」という。）に係る旅

客の運賃及び料金（以下「運賃等」という。）についての協議等を行うため、

太宰府市地域公共交通活性化協議会規則（平成30年規則第10号。）第８条第１

項の規定に基づき設置する太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会

（以下「分科会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 分科会の所掌事務は、次に掲げる事項について調査及び協議を行うもの

とする。 

(1) 地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確

保する必要がある路線等に係る運賃等 

(2) その他分科会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 分科会は、太宰府市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

の委員のうち、次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 副市長 

(2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組

織する団体において選出された者又は一般乗用旅客自動車運送事業者及びそ

の組織する団体において選出された者 

(3) 校区自治協議会を代表するもの 

(4) 福岡運輸支局長又はその指名する職員 

（任期） 

第４条 分科会の委員の任期は、協議会の委員の在任期間とする。ただし、任期
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中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失う。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、これを妨げない。 

（会長） 

第５条 分科会に会長を置き、第３条第１号に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第６条 分科会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

４ 会議は、旅客の利便性を損なわないと分科会で認められた事項について協議

する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項に

ついては、会長が書面により委員に報告を行うものとする。 

５ 分科会において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（協議結果の取扱） 

第７条 分科会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

 



令和６年度第１回
太宰府市地域公共交通活性化協議会

運賃協議分科会資料

太宰府市都市計画課
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資料１



議題
地域サポートカーまほろば号湯の谷地域線
の運賃について

①運賃協議分科会について（P3〜P5）
②湯の谷地域線の概要（P6〜P8）
③運賃見直しについて（P9〜P13）
④今後のスケジュールについて（P14）
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①運賃協議分科会について
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①運賃協議分科会について
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①運賃協議分科会について
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②湯の谷地域線の概要
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②湯の谷地域線の概要
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②湯の谷地域線の概要
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運行日︓週3日【月、水、金】（祝日運休）
料 金︓全区間一律150円



③運賃見直しについて
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・病院の送迎サービスの充実
・移動販売や宅配サービスの拡大
・これまで利用してきた方々の入院や施設入居
・新型コロナウイルス感染症の影響による
外出機会減少

利用者減少の背景として

利用者数の減少により、収支率が低下。⇒自治会負担が増加

左記金額を湯の谷区と
湯の谷西区の人口比で按分

852 
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湯の谷地域線 負担額

自治会負担 コロナ交付金等の活用

単位：万円
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（地域の声）



③運賃見直しについて
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自治会による自助努力として、負担を減少するための
対策を講じている

•回覧でのお知らせやイベント時には声かけを実施

•自治会と市の定例的な会議で、利用状況の共有や運行に
関する意見交換

•バス停を増設して、運行ルートの変更

利用促進

•27年度から受付を開始し、地元企業等への働きかけ
による車内有料広告募集を実施

•R6年度、13社から計390,000円の協賛をいただいて
いる（3路線で按分）

車内有料広告



③運賃見直しについて
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③運賃見直しについて
住民、利用者等の意見について
湯の谷区自治会
①令和5年5月に、利用者からの意見聴収。
→参加者からは料金見直しについて反対の意見はなかった。

②令和6年4月に自治会総会を実施。
→運賃改定について 賛成多数で承認

湯の谷西区自治会
①令和5年10〜11月に、説明会とアンケート。
→料金見直しについて反対の意見はなかった。

②令和6年4月に自治会総会を実施。
→運賃改定について 賛成多数で承認

利害関係者の意見について
運行事業者である(有)太宰府タクシーと協議を行い、特に意見はなし
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③運賃見直しについて
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④今後のスケジュールについて
•運賃協議分科会（本日）

↓
•運行事業者である、㈲太宰府タクシーから福岡
運輸支局へ、料金変更の届出（本日以降、実施
の1ヶ月前までに届出）

↓
•市広報紙、地元自治会における回覧、バス車内
やバス停時刻表での掲示による周知（順次）

↓
• 12/1からの運賃変更を予定する。
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資料２

写



 
道路運送法第 9条第 4項及び同法施行規則第 9条第 2項に掲げる協議が調って

いることの証明書 
 
令和 6 年 10 月 21 日に開催した太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科

会において、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。 
 
 

記 
 
１．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 
  運賃（料金）の種類、額 一律 200 円 
  適用方法 幼児（小学生未満）は保護者同伴に限り（ただし、保護者 1 人につき 1 人

まで）無料 
 
２．運賃を適用する路線又は営業区域 
  湯の谷地域線 
  
３．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

令和 6 年 12 月 1 日から 
 
４．運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 
  有限会社 太宰府タクシー 

 
 

令和 6 年 10 月 21 日 
 

太宰府市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科会 
会長  原 口  信 行 

 

資料３


